
岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成21年７月10日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第44号 

   岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例 

 岩手県警察本部組織条例（昭和29年岩手県条例第24号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第３条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 警務部  (１) 警務部 

  ア～ケ ［略］   ア～ケ ［略］ 

   コ 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。 

  コ ［略］   サ ［略］ 

  サ ［略］   シ ［略］ 

  シ ［略］   ス ［略］ 

  ス ［略］   セ ［略］ 

  セ ［略］   ソ ［略］ 

  ソ ［略］   タ ［略］ 

  タ ［略］   チ ［略］ 

  チ ［略］   ツ ［略］ 

  ツ ［略］   テ ［略］ 

  テ ［略］   ト ［略］ 

  ト ［略］   ナ ［略］ 

  ナ ［略］   ニ ［略］ 

 (２)～(５) ［略］  (２)～(５) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 この条例は、公布の日から施行する。 
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